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【コラム】Ｇマ－クの申請を終えた会社の

巡回指導の季節となりました。内容は通

常の巡回指導とほぼ同じです。Ｇマーク

は安全性優良事業者の証ですので巡回

指導ではぜひ満点を取りたいものです。

満点の評価を得るには、日頃からの書類

準備が一番の近道と考えます。 
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 ドライバー教育道場  

 

 気になるニュース  

 今年になって白トラ逮捕ニュースが頻繁に報道されていま

す。貨物関連法改正により白トラの取り締まりが厳しくなり、

全ト協でも白トラ通報フォームを設定し、かなり多くの通報が

寄せられているようです。岐阜県で１０年以上の間、白ナン

バーダンプで土砂を運搬していた親子が逮捕された件で

は、白トラ業者だけでなく、依頼していた会社も無許可営業

幇助で逮捕されました。愛媛県でも７月に委託した運送会社

役員を再逮捕した、というニュースがありました。白トラ会社

だけでなく、委託した会社も続々と逮捕されています。３年後

の改正法施行に向けて動きが加速しています。  

年間１２項目の教育内容をほんの少しずつ掲載していきます。 

今回は危険物を運搬する場合に留意すべき事項について。 

危険物の陸上輸送に関する法令は代表的なものが５つありま

す。「消防法」「高圧ガス保安法」「毒物及び劇物取締法」「火薬

類取締法」「放射線障害防止法」です。高圧ガス保安法では圧

縮ガス、液化ガス、液化石油ガス、特殊高圧ガスについて、規

定量以上を運搬する場合は移動監視者が必要となります。タン

クローリー等で指定数量以上の危険物を輸送する場合は、危

険物取扱者免状が必要です。危険物を運ぶ際は、普通の一般

貨物よりさらに様々な資格や注意が必要となります。 
 

 

出典：全ト協トラックドライバー研修テキスト 


